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岩倉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

岩倉市介護保険条例（平成１２年岩倉市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に改め、同項第１号中「２９，９００円」を「２９，４００円」

に改め、同項第２号中「３７，７００円」を「４４，３００円」に改め、

同項第３号中「４４，９００円」を「４４，６００円」に改め、同項第４

号中「５２，７００円」を「５８，２００円」に改め、同項第５号中 

「５９，９００円」を「６４，６００円」に改め、同項第６号中 

「６７，７００円」を「７７，６００円」に改め、同号イ中「又は第１２

号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改

め、同項第７号中「７４，９００円」を「８４，０００円」に改め、同号

イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は

第１５号イ」に改め、同項第８号中「８９，９００円」を「９７，０００

円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第９号中「９８，９００円」を

「１０９，９００円」に改め、同号ア中「５，０００，０００円」を 

「４，２００，０００円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第 

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１０

号中「１０４，９００円」を「１２２，９００円」に改め、同号ア中 

「 ５ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上 ８ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 

「４，２００，０００円以上５，２００，０００円」に改め、同号イ中「又

は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号

イ」に改め、同項第１１号中「１１０，９００円」を「１３５，８００円」

に改め、同号ア中「８，０００，０００円以上１０，０００，０００円」

を「５，２００，０００円以上６，２００，０００円」に改め、同号イ中

「又は次号イ」を「、次号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」

に改め、同項第１２号中「１１６，９００円」を「１４８，７００円」に

改め、同号ア中「１０，０００，０００円以上１５，０００，０００円」

を「６，２００，０００円以上７，２００，０００円」に改め、同号イ中

「に該当する」を「、次号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当する」に

改め、同項第１３号中「１２２，９００円」を「１７４，６００円」に改
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め、同号を同項第１６号とし、同項第１２号の次に次の３号を加える。 

(13) 次のいずれかに該当する者 １５５，２００円 

ア 合計所得金額が７，２００，０００円以上８，２００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又

は第１５号イに該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １６１，７００円 

ア 合計所得金額が８，２００，０００円以上１０，０００，０００

円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号

イに該当する者を除く。） 

(15) 次のいずれかに該当する者 １６８，１００円 

ア  合 計 所 得 金 額 が １ ０ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上 

１５，０００，０００円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当す

る者を除く。） 

第４条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和

８年度」に、「１７，９００円」を「１８，４００円」に改め、同条第３項

中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、 

「１７，９００円」を「１８，４００円」に、「２９，９００円」を 

「３１，３００円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」

を「令和６年度から令和８年度」に、「１７，９００円」を「１８，４００

円」に、「４１，９００円」を「４４，３００円」に改める。 

 第５条第４項中「すべて」を「全て」に改める。 

第６条第３項中「若しくは第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ若しくは第１５号イ」に、「第１２号まで」を「第１５号まで」
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に、「月割り」を「月割」に改める。 

第１３条ただし書中「すべてが地方税法第３１７条の２第１項」を「全

てが同項」に、「地方税法第３１７条の６第１項又は第３項」を「同法第 

３１７条の６第１項又は第４項」に改める。 

第１８条中「前４条」を「第１４条から前条まで」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の岩倉市介護保険条例第４条の規定は、令和６ 

年度分の保険料率から適用し、令和５年度分までの保険料率については、

なお従前の例による。 

 


